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第６章 

 計画の推進と進行管理
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計画（Plan） 

○「基本指針」に即して見込み量を設定するとともに、障害福祉 

サービスの見込み量の設定をし、確保方策などを定めます。 

実行（Do） 

○計画の内容を踏まえ、事業を実施し
ます。 

改善（Act） 

○「中間評価」等の結果を踏まえ、必要

があると認めるときは、計画の変更や

事業の見直し等を実施します。 

点検/評価（Check） 

○成果目標、活動指標については、毎年度終了時点でその実績を点検・把握し、障害者

施策や関連施策の動向を踏まえながら、「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」の「中

間評価」として毎年一回、６月に分析・評価を行います。 

○中間評価の内容は、「障害者地域自立支援協議会」に提案し、その結果について速やか

に公表します。 

○活動指標については、より高い頻度で実績を把握し、実施状況等の分析・評価を行い

ます。 

１ 推進・進行管理の基本的考え方 

（１）計画の進行管理 

本計画の実施にあたっては、「障害者地域自立支援協議会」と連携しながら、計画の進捗

状況や評価、サービスの利用状況等について検討するなど、毎年度、計画の進行管理を行

います。 

（２）計画の点検・評価 

本計画の的確な進行管理を行うため、見込み量に対しての実施状況について、“ＰＤＣＡ

サイクル”に沿った点検・評価を行います。 

◆ 「ＰＤＣＡサイクル」のプロセスのイメージ

（３）情報の公開 

各主体が計画の進捗状況などの情報を共有し、協働して計画を推進することができるよ

う、「障害者地域自立支援協議会」に必要な情報を提供し、共有していきます。さらに、毎

年度、計画の実施状況を市ホームページ等を通して公表します。 


